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　しない場合がある。
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○交付単価（円/10a）

　    する草地

○集落協定

・農業生産活動等（必須事項） ・「集落戦略」の作成

例： 耕作放棄の発生防止活動

水路・農道等の管理活動

（泥上げ、草刈り等）

・多面的機能を増進する活動

（選択的必須事項）

例： 周辺林地の管理 　 　－集落戦略の項目－

景観作物の作付け ・協定農用地の将来像 　

体験農園 ・協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状

魚類等の保護 ・集落の現状を踏まえた対策の方向性

・具体的な対策に向けた検討

・今後の対策の具体的内容及びスケジュール

・農業生産活動等継続のための支援体制

2,400

1,200 1,500

急傾斜

Ⅰ　制度の概要

　本制度は、平成12年度（2000年度）から第1期対策がスタートし、５年ごとに対策内容が見直され、
令和元年度（2019年度）まで第４期対策を実施してきました。令和２年度（2020年度）からは令和６年
度（2024年度）までを実施期間とする第５期対策が取り組まれています。
　なお、第５期対策からは、第４期対策の枠組みを維持するとともに、前向きな取組への支援が強化さ
れています。

基礎単価

16,800

6,400

9,200

2,800

8,400

・高齢化率・耕作放棄地率の高い集落にあ
る農用地は、緩傾斜の単価。

備　　　　　　　考

・協定に定める活動内容が、①「農業生産
活動を継続するための活動」のみの場合は
交付単価の８割（基礎単価）、①に加えて
②「体制整備のための前向きな活動」を行
う場合は交付単価の10割（体制整備単価）
を交付

体制整備単価

21,000

8,000

11,500

3,500

　耕作放棄地の増加等により水源涵養機能・洪水防止機能等、農業農村の有する多面的機能の低下が特
に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、多面的機能
を確保する観点から、農業生産条件の不利を補正する目的で中山間地域等直接支払交付金を交付しま
す。

○実施期間

10,500

3,000

地　目

田

交付基準

草地

急傾斜※１

緩傾斜

緩傾斜※２

緩傾斜

急傾斜

草地比率の高い草地
※３

畑
急傾斜

緩傾斜

800

240

※１：急傾斜は、勾配が田で1/20以上、畑・草地及び採草放牧地で15度以上の農用地

※２：緩傾斜は、勾配が田で1/100以上1/20未満、畑・草地及び採草放牧地で８度以上15度未満の農用地

　対象農用地において5年間以上継続して農業生産活動を行う複数の農業者等が締結する協定

②　体制整備のための前向きな活動①　農業生産活動等を継続するための活動

　集落戦略とは、協定農用地の将来像並びに、協
定農用地を含む集落全体の将来像、課題、対策に
ついて、協定参加者で話し合いを行いながら作成
する、集落全体の指針。

1,000

300
採草放牧地

※３：草地比率の高い草地は、積算気温が著しく低く、かつ、草地比率が70%以上である市町村内に存
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○個別協定

・農業生産活動等（必須事項） 　

例： 耕作放棄の発生防止活動

水路・農道等の管理活動

（泥上げ、草刈り等）

・多面的機能を増進する活動

（選択的必須事項）

例： 周辺林地の管理

景観作物の作付け

体験農園

魚類等の保護

※１：①又は②を行う場合は、自作地も交付対象とすることが可能。

※２：自作地を対象としない場合の体制整備単価の要件は、②のみ。

・令和６年度（2024年度）までに利用権の設定等
又は同一生産行程における基幹的農作業のうち田
においては３種類以上、畑においては２種類以
上、草地においては１種類以上の受託面積の合計
（実農用地面積）が協定認定時における協定農用
地面積の10％又は0.5haのうちいずれか多い方の面
積以上の増加

②　体制整備のための前向きな活動①　農業生産活動等を継続するための活動

　認定農業者等が農用地の権原を有する者との間において５年間以上の利用権の設定等や農作業受委託
契約に基づき締結する協定
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１　実施市町村数

表１　実施市町村数 （単位：市町村）

179 179 

98 

Ⅱ　実施状況

Ｒ２ Ｒ３

0 

98 0 

97 97 0 

3 2 ▲ 1 

増減

交付市町村数

※１：一般地域は、地域振興６法（特定農山村、山村、過疎、半島、離島、棚田）の指定を
　　　受けている市町村

※３：一般地域と特認地域が重複する市町村がある

※２：特認地域は一般地域以外で知事特認地域基準を満たす市町村

うち一般地域※１

うち特認地域※２

区　　　　　　分

道内市町村数

令和３年度（2021年度）実施市町村は、令和２年度（2020年度）と同数の98市町村となっています。



4 

２  協定数及び協定参加者数

（１）集落協定   

（２）個別協定

表２　協定数 （単位：協定）

表３　協定参加者数 （単位：人・組織）

　　　Ｒ２は構成員数、Ｒ３は法人数

　　　Ｒ２は構成員数、Ｒ３は組織数

図－単価別の協定数を追加

15,129435

▲ 33 ▲ 28 ▲ 5

248

65877

440 418 22

66

21

779

14,805合　　計 ▲ 1,370 ▲ 1,259 ▲ 111

297308

基礎
Ｒ２ 増減

体制整備 基礎

6

844

7

(100%)

2 0

▲ 13 ▲ 13 0

▲ 7

▲ 53

304

0066

2 113

198

12

2

7 ▲ 1

▲ 48

12

3

53

324

192 171

16,064

1

197

基礎

(96.4%)

▲ 110

　全集落協定のうち、体制整備単価の協定数は304協定で、全集落協定数の96％を占めています。

区　　分
体制整備 基礎

(0%) (100%)

(3.2%)

　個別協定は全てが基礎単価となっています。

　令和３年度（2021年度）の集落協定数は314協定で、令和２年度（2020年度）から6協定増加し
ました。

集落協定

　令和３年度（2021年度）の個別協定数は２協定で、令和２年度（2020年度）と同数でした。

増減

体制整備

(95.8%)

250

(100%)

0

571

316

2,837

10 0

2,827

4

2

▲ 994

▲ 201 ▲ 148

(100%)

(100%)

2,593

▲ 373 ▲ 325

(0%) (100%)

194

(3.6%) (100%) (96.8%)

0

30411 314

0 0

Ｒ３

2,551

(100%)

体制整備 基礎 体制整備 基礎 体制整備

2,880

(4.2%)

12,190

42

43

13

2

(3.8%)

310

▲ 2

▲ 1,001

6

1,557 35

11,989 11,792

53

247 1

11,940

(96.2%)

区　　分 Ｒ２

297

807 70

10

1,592

519

Ｒ３

552,782 45

農業法人※１

農業生産組織※２

16,499

農業者

※１：農地所有適格法人、特定農業法人、その他法人（NPO法人、公益法人等）

※２：機械・施設共同利用組織、農作業受委託組織、栽培協定、その他協定の組織数

その他

交付農用地を持たない農業者

52

土地改良区

水利組合

非農業者

個別協定

合　　計

53

基礎単価

2協定
100.0%

体制整備単価

0 協定
0.0%

個別協定

基礎単価

10 協定
3.2%

集落協定
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３　交付面積

（１）協定別

（２）地目別

（３）交付基準別

（４）増減要因

表４　協定別交付面積 （単位：ha）

表５　地目別、交付基準別交付面積 （単位：ha）

　地目別では田、畑面積が増加した一方、草地面積が減少しました。
　増加の主な要因は、新規協定締結や新規協定参加による増加等です。
　減少の主な要因は、草地比率の高い草地における要件欠格や畑への転換、所得超過により交付
対象とならなかった農用地の増加等です。

50

▲ 1

▲ 5

55

▲ 46,815

▲ 1

▲ 257

0

▲ 46,556

271,398 224,583 224,189 395

626 625 577

区　　分 Ｒ２ Ｒ３

144

188

265,075 896 ▲ 46,621 ▲ 14.9

23 23 0 23 0 0.0

312,616 265,995

▲ 46,621

186

▲ 306

56

急傾斜

緩傾斜

▲ 14.9

3.1

▲ 45

152 152 0

増減

　令和３年度（2021年度）の地目別の面積の内訳は、田3万6,456ha、畑4,945ha、草地22万
4,583ha、採草放牧地11haとなっています。

265,075 919 ▲ 46,621 ▲ 14.9

個別協定

合計

基礎

集落協定 312,593 265,972

47

0.0

体制整備 基礎

　令和３年度（2021年度）に交付金が交付された面積（以下、「交付面積」という。）は、26万
5,995haで、令和２年度（2020年度）から4万6,621ha減少しました。
　このうち、体制整備単価協定に係る交付面積は26万5,075haで、全体の99.7%を占めています。

　令和３年度（2021年度）交付基準別の面積の内訳は、急傾斜農用地6,118ha、緩傾斜農用地4万
3,050ha、高齢化率・耕作放棄率の高い農地276ha、草地比率の高い草地21万6,551haとなっていま
す。

0

220 276 276 0

0

43,356

▲ 46,556

0.0

▲ 17.2

▲ 0.2

7,593 ▲ 3.4

高齢化率・耕作放棄率

草地比率の高い草地

採草放牧地 0

▲ 17.7

区　　分

田

急傾斜

緩傾斜

増減率
(%)

0.4

3.6

▲ 0.1

1.0

84

▲ 0.7

25.5

▲ 2.1

0.0

▲ 17.7

7,336

0

高齢化率・耕作放棄率

草地

高齢化率・耕作放棄率

52 0

4,895 4,945 4,942 3

48 47 47 0

急傾斜

6,989 348

　令和３年度（2021年度）の協定別の面積の内訳は、集落協定26万5,972ha、個別協定23haとなっ
ています。

4,750 4,745 4,742

高齢化率・耕作放棄率

畑

急傾斜

緩傾斜 ▲ 0.1

56.7

0

72 72 72

835

216,551 216,551 0

増減率
(%)体制整備

5,410 37

31,002

草地比率の高い草地

3

97

522

5,258 5,446

263,107

0

263,107 216,551

急傾斜

30,957 30,473 485

52 52

0

0.0

-

緩傾斜

緩傾斜

合計

216,551 0

11 11 11 0

増減

0 0

11 11 11 0

312,616 265,995 265,075 919

5,932 6,118 6,034

Ｒ２ Ｒ３

36,312 36,456 35,934

43,050 42,214
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急傾斜
2.3%

緩傾斜
16.2%

高齢化・耕作

放棄率
0.1%

交付面積の交付基準別割合

田
13.7%

畑
1.9%

採草放牧地
0.004%

交付面積の地目別割合
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４　交付金額

（１）協定別

（２）地目別

（３）交付基準別

（４）増減要因

表６　協定別交付金額 （単位：千円）

　地目別では田・畑及び草地において、交付金額の増減があります。
　増加の主な要因は、新規協定締結や加算措置に取り組む協定の増加等です。
　減少の主な原因は、草地比率の高い草地における要件欠格や畑への転換、所得超過により交付
対象とならなかった農用地の増加等です。

　令和３年度（2021年度）の集落協定の交付金額は74億6,492万円で、令和２年度（2020年度）か
ら6億2,587万円減少しました。

集落協定

基礎

　令和３年度（2021年度）の田の交付金額は、37億4,817万円で、令和２年度（2020年度）から
5,943万円増加し、全体に占める割合は50%となっています。

　令和３年度（2021年度）の草地の交付金額は、35億3,637万円で、令和２年度（2020年度）から
6億8,872万円減少し、全体に占める草地の割合は47%となっています。

　令和３年度（2021年度）の畑の交付金額は、1億8,036万円で、令和２年度（2020年度）から342
万円増加し、全体に占める割合は2%となっています。

個別協定

Ｒ２ Ｒ３ 増減
増減率
（％）

合　　計

　令和３年度（2021年度）の緩傾斜農用地の交付金額は、29億5,731万円で、令和２年度（2020年
度）から623万円増加し、全体に占める割合は40%となっています。

　令和３年度（2021年度）の高齢化率・耕作放棄率の高い農用地の交付金額は、1,164万円で、令
和２年度（2020年度）から195万円増加し、全体に占める割合は0.2%となっています。

　令和３年度（2021年度）の草地比率の高い草地の交付金額は、32億5,026万円で、令和２年度
（2020年度）から6億8,123万円減少し、全体に占める割合は44%となっています。

▲ 7.7

3,846 3,846 3,846 0 0.00

体制整備

　令和３年度（2021年度）の急傾斜農用地の交付金額は、12億4,572万円で、令和２年度（2020年
度）から4,717万円増加し、全体に占める割合は17%となっています。

7,415,335

7,415,335 ▲ 625,873

8,086,950 7,461,077 45,742 ▲ 625,873

区　　分

▲ 7.78,090,796 7,464,924 49,588

　一方、令和３年度（2021年度）の個別協定の交付金額は385万円で、令和２年度（2020年度）と
同額となっています。
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表７　地目別、交付基準別交付金額 （単位：千円）

高齢化率・耕作放棄率

草地比率の高い草地

▲ 688,717

0

草地比率の高い草地

急傾斜

緩傾斜

5,569 5,528 5,528

高齢化率・耕作放棄率

草地

2,568,446 31,033

▲ 0.7

0.9

4.2

0.5

0.0

47,355

12,074

0

37,193

増減率
（％）

3,688,740

167,998 169,501 169,425 76 1,503

3,375 5,329

▲ 7,351

急傾斜

緩傾斜

6,1601,128,220

4,148

3,710,976

1,169,415

2,537,413

4,148

59,4293,748,169

1.93,415

区　　分

田

急傾斜

緩傾斜

Ｒ３

1.6

増減

5,329 0

0

176,942 180,357 180,281 76

2,556,372

4,148

1,175,575

0

合計

急傾斜

緩傾斜

47,172 3.9

Ｒ２

急傾斜

緩傾斜

32 32 32 32

3,536,365 3,524,046 12,320

高齢化率・耕作放棄率

畑

体制整備

2,951,082 2,957,309 2,917,858

4,225,082

64,762

2,158

1,245,723 1,235,586 10,137

0

210,988 8,342

1,953 57.9

▲ 16.3

64,621 60,643 3,978 ▲ 142 ▲ 0.2

226,680 219,330 ▲ 3.2

2,158 2,158

▲ 41

3,250,257 0 ▲ 681,225 ▲ 17.3

8,090,796

0.0

0 0 0 0 0 －

32 32

▲ 681,225

32 0 0.0

▲ 17.33,250,257 0

7,464,924 7,415,335 49,588 ▲ 625,873 ▲ 7.7

39,451 6,227

1,198,551

0.2

1,953 20.2

0

0.0

基礎

32

3,931,482 3,250,257

11,635 0高齢化率・耕作放棄率

3,931,482 3,250,257

採草放牧地

9,682 11,635

急傾斜
16.7%

緩傾斜
39.6%

高齢化率・耕作放棄率
0.2%

交付金の交付基準別割合

田
50.2%

畑
2.4%

採草放牧地
0.0004%

交付金の地目別割合
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（５）加算措置

表８　加算措置の取組に対する交付金額 （単位：協定、ha、千円）

区　　　　分

※３：他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割
　　  を担う人材を確保した上で、取組を行う場合に加算

※５：農業生産性向上を図る取組を行う場合に加算

(26.4%)

139,857

12,121

22,212

交付金額

13,077

1,837
棚田地域振興活動加算※1

超急傾斜農地保全管理加算※2

集落協定広域化加算※3

集落機能強化加算※4

生産性向上加算※5

交付面積

131

　83協定が加算措置に取り組んでおり、交付金額は1億3,986万円で、交付金の全体に占める割合
は2%でした。

※１：認定棚田地域振興活動計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算

※２：超急傾斜農用地（田：1/10以上、畑：20度以上）の保全等の取組を行う場合に加算

(1.9%)

合計（実協定数）

※４：新たな人材の確保や集落機能（営農に関するもの以外）を強化する取組を行う場合に加算　

(8.4%)

協定数

9

6

5

13

63

96(83)

全体に占める割合

9,375

15,517

100,051

32

973

8,956
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５　協定の概要

（１）１市町村当たり、１協定当たりの交付金額等

表９　１市町村当たり、１協定当たりの交付金額等 （単位：協定、人・組織、ha、千円）

※　集落協定と個別協定の合算

316 2,714

5012,820

842

交付金額

153

一人当たりの
交付金額

１協定当たり

　１市町村当たりの協定数は3協定で、交付面積は2,714ha、交付金額は7,617万円となっていま
す。
　１協定当たりの参加者数は48人（組織）で、交付面積は842ha、交付金額は2,362万円となって
います。

2基礎

3

6,199

23,623

交付面積
協定
数

94

493

１市町村当たり市町
村数

24,393

交付金額

3

体制整備

76,173

4,1328

48

115 27 77

参加者数

合計※ 98

12

872

協定数

78,887

交付面積

304 49

区分
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６　集落協定活動の動向

（１）交付金の配分割合

（単位：千円、％、協定）

割合

割合

20-40%

交付金額 配分割合別集落協定数

計

Ｒ３

60-80%

表10　交付金の配分割合（集落協定）

Ｒ２ 8,086,950 3,425,068 4,661,882 308 38 70 141

(42.4%)

3,650,272 314 35 91

(48.9%)

31 16

(44.9%)

20%未満

141

共同取組活動 20%未満

39 20

(100%) (11.1%) (29.0%)

(100%) (12.3%) (22.7%) (45.8%) (12.7%)(100%)(57.6%)

(100%) (51.1%) (9.9%) (5.1%)

うち個人
配分

うち共同
取組活動

計
個人配分 80%以上区分 40-60%

(6.5%)

7,461,077 3,810,805

　市町村から集落協定に交付された交付金の配分割合は、51%が個人配分、49%が共同取組活
動分となりました。
　また、交付金の40%以上を共同取組活動に充当している協定の割合は60%でした。

20-40% 40-60% 60-80% 80%以上

個人配分80%以上

共同取組20%未満
11.1%

個人配分60-80%
共同取組20-40%

29.0%

個人配分20-40%
共同取組60-80%

9.9%

個人配分20%未満

共同取組80%以上
5.1%

配分割合別集落協定数

共同取組

48.9%

交付金の配分割合
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（２）集落協定の規模

表11　参加者（人・組織）数別集落協定数 （単位：協定）

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

表12　交付面積規模別集落協定数 （単位：協定）

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

10ha

26

9

41

(15.9%)

50ha

11

合計

10,000ha

26

10,000ha

2

4

(4.5%)

(8.9%)

18

(19.4%)

4,000ha

6 ▲ 3

36 60

(5.4%)

4

14

400ha 1,000ha

▲ 2

2 1007020

1

30ha

86

6

6

以上

▲ 8

30

16

5030

49294 19

200

99

36

(12.3%) (11.7%) (19.5%) (27.6%)

(100%)(7.1%) (14.9%) (28.6%) (13.3%) (13.6%) (4.9%)

38

4

区分

4,000ha

1

(13.4%) (12.4%)

100ha

715

28

(7.0%)

30ha

区分

(8.3%)(27.4%)

24

22

(7.0%)

10ha

17

増減

3989

400ha

2増減

(100%)

(1.3%)

▲ 1

27

(5.1%)

308

1,000ha

61

(11.5%)

50ha

1

未満

0

100ha

(1.9%) (100%)

85

4

314

(3.5%)

15

▲ 1

(5.8%)

(28.3%)

(8.8%) (7.8%)

0

(100%)

38

(12.1%)

1

(4.8%)

22

(8.3%)

1 6

46

以上

合計

42

314

Ｒ３

割合

88

　集落協定の参加者数については、19人以下の集落協定が167協定、53%となっています。
　また、集落協定の交付面積については、100ha未満の集落協定が157協定、50％を占める一方
で、1,000haを超える集落協定も45協定、14%あります。

17

224250

(2.3%) (9.7%) (5.5%)

Ｒ２

Ｒ３

割合

割合

Ｒ２

割合

308

105

69 199

2~4人(組織)
8.9%

5~9人(組織)
15.9%

10~19人(組織)
28.3%

20~29人(組織)
13.4%

50~69人
(組織)
5.4%

70~99人
(組織)
3.5%

100~199人
(組織)
7.0%

200~人(組織)
5.1%

参加者数別の集落協定の割合

~10ha
7.0% 10~30ha

12.1%

30~50ha
11.5%

50~100ha
19.4%

400~1000ha
8.3%

1000~4000ha
8.3%

4000~10000ha
4.8%

10000ha~
1.3%

交付面積別の集落協定の割合
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（３）集落協定の活動の実施状況

表13　集落の目指すべき将来像

①

②

④

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

※①～④は、表13の項目に対応した番号

※①～⑩は、表13の項目に対応した番号

ア  集落マスタープランの取組状況〔必須〕

機械・農作業の共同化等営農組織の育成

新規就農者による農業生産

農業生産条件の強化

担い手への農地集積

　集落の将来像を実現するための活動方策として選択した項目は、「共同で支え合う集団的か
つ持続可能な体制整備」が218協定で最も多く、次いで「機械・農作業の共同化等営農組織の
育成」が133協定、「新規就農者による農業生産」が67協定となっています。

　集落が目指すべき将来像として選択した項目は、「将来にわたり農業生産活動等が可能とな
る集落内の実施体制構築」が283協定で最も多く、次いで「協定の担い手となる新たな人材の
育成・確保」が77協定となっています。

42.4

67 21.3

15.3

283

9.9

26 8.3

Ⅰ　目指すべき将来像（複数選択可）

将来にわたり農業生産活動等が可能となる集落内の実施体制構築

集落協定数

項　　　　　　　　目

133

割合(%)

314 －

218 69.4

8.6

65 20.7

48

協定数

90.1

77 24.5

Ⅱ　将来像を実現するための活動方策（複数選択可）

協定の担い手となる新たな人材の育成・確保

協定参加者それぞれが、作物生産、加工・直売等様々な工夫によ
り再生可能な所得を確保

共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備

③ 31

その他（生産基盤整備促進等）

担い手への農作業の委託

高付加価値型農業

消費・出資の呼び込み

その他（生産基盤整備、鳥獣害対策等）

15 4.8

18 5.7

5 1.6

地場産農産物等の加工･販売

67

27

21.3

67 

5 

18 

15 

27 

48 

65 

67 

133 

218 

0 50 100 150 200

⑩

⑨

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

集落協定数

Ⅱ将来像を実現するための活動方策

26 

31 

77 

283 

0 50 100 150 200 250 300

④

③

②

①

集落協定数

Ⅰ目指すべき将来像
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イ  農業生産活動等として取り組むべき事項（必須）

（ア）耕作放棄の防止の活動

（イ）水路・農道等の管理活動

　農道の管理活動に279協定、水路の管理活動に265協定が取り組みました。 　

表14　耕作放棄の防止等の活動（複数選択可）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

①

②

③

※①～⑨は、表14の項目に対応した番号

　耕作放棄の防止の活動として、「賃貸借の設定・農作業の委託」に取り組んだのは218協定
で最も多く、次いで「農地法面管理」が178協定となりました。

56.7

割合(%)

314

その他

265 84.4

16

135 43.0

59

項　　　目

集落協定数

Ⅰ　耕作放棄の防止の活動（複数選択可）

10 3.2

簡易な基盤整備

3.8

賃貸借設定・農作業の委託

40

土地改良事業

地場農産物の加工販売

17 5.4

7 2.2

12

Ⅱ　水路・農道等の管理活動

水路の管理

農道の管理

5.1

－

218 69.4

178

柵、ネット等の設置

担い手の確保

12.7

18.8

農地の法面管理

既荒廃農地の保全管理 3 1.0

279 88.9

その他（鳥獣害防止対策、農地データ整備等）

協定数

限界的農地の林地化

12 

3 

7 

10 

17 

40 

59 

135 

178 

218 

0 50 100 150 200 250

⑩

⑨

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

集落協定数

Ⅰ耕作放棄の防止の活動
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※①～③は、表14の項目に対応した番号

（ウ）多面的機能を増進する活動

表15　多面的機能を増進する活動（複数選択可）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

1 0.3

85 27.1

5.7

9 2.9

協定数

  保健休養機能を高める取組として、「景観作物の作付け」が85協定、自然生態系の保全に資
する取組として「堆きゅう肥の施肥」が68協定で行われているほか、集落会館周辺の清掃等、
地域の状況に応じて多様な取組が行われています。

集落協定数

多面的機能を増進する活動（複数選択可）

１　国土保全機能を高める取組

土壌流亡に配慮した営農

２　保健休養機能を高める取組

景観作物の作付け

体験民宿（グリーン・ツーリズム）

23 7.3

項　　　目 割合(%)

314 －

1.0

1.0

5 1.6

輪作の徹底

68 21.7

3 1.0

3 1.0

⑭（集落会館周辺の清掃、花壇等の
　　整備等）

鳥類の餌場の確保

魚類・昆虫類の保護

４　その他

18

196 62.4

拮抗作物の利用

合鴨・鯉の利用

3

堆きゅう肥の施肥等（輪作、緑肥等含む）

粗放的畜産

緑肥作物の作付け

3

市民農園等の開設・運営

３　自然生態系の保全に資する取組

11 3.5

周辺林地の下草刈り 28 8.9

16 

265 

279 

0 50 100 150 200 250 300

③

②

①

集落協定数

Ⅱ水路・農道等の管理活動
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※①～⑭は、表15の項目に対応した番号

表16　集落戦略の作成状況 （単位：協定、％）

314 304 81

集落協定数
体制整備単価

協定数
集落戦略

作成済協定数
作成済
割合

26.6%協定数

ウ　農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項〔集落戦略の作成状況〕

　第５期対策から体制整備単価の要件となった集落戦略の作成状況については、体制整備単価
協定数304協定のうち「集落戦略を作成済」が81協定、27%となっています。

196 

3 

3 

3 

3 

11 

18 

23 

68 

5 

9 

85 

1 

28 

0 50 100 150 200

⑭

⑬

⑫

⑪

⑩

⑨

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

集落協定数

多面的機能を増進する活動
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（４）共同取組活動に配分された交付金の使途

表17　共同取組活動に係る交付金の主な使途

① 役員報酬（集落協定に定める役職者への支払）

② 研修会等費（協定参加者が参加する各種研修等に係る経費）

③ 道・水路管理費（草刈・泥上げ等の出役費、補修費、活動に必要な備品費等）

④ 農地管理費（畦畔管理費、法面点検費、簡易基盤整備費等、農作業委託料等）

⑤ 鳥獣被害防止対策費（防止柵等の資材費、設置費、管理費等）

⑥ 共同利用機械購入等費（共同利用機械の購入費、修理費、燃料代等）

⑦ 共同利用施設整備等費（共同利用施設の建設費、補修費、運営費等）

⑧ 多面的機能増進活動費（景観作物の作付、市民農園の実施等）

⑨ 土地利用調整関係費（利用権の設定、農作業の委託費等に係る経費）

⑩ 農産物等の販売促進関係費

⑪ 都市住民との交流促進関係費

⑫ 活動組織への運営費助成

⑬ その他（家畜衛生対策費、事務経費、法人設立等）

⑭ 積立

⑮ 繰越

※　金額は前年度からの繰越・積立額等（1,134,569千円）を含む。

356,512 7.5

1,041,095

使　　途　　内　　容

　令和３年度において、市町村から集落協定に交付された交付金74億6,108万円のうち、36億
5,027万円が共同取組活動に充当され、前年度からの繰越と併せて総額で47億8,481万円が共同取
組活動に使用されました。

21.8

0.4

1.048,286

18,691

2.7

8.2

金額（千円）

38,859

838,344

391,947

5.1

3.3

0.8

246,150

割合(％)

3.5165,649

9.0

合　　　　計 4,784,841

474,752 9.9

437,150 9.1

158,494

432,719

7,903 0.2

128,289

17.5

　内訳では、農地管理費（18%）、共同利用機械購入（9％）等に多く支出されています。

①役員報酬
3.5% ②研修会等

0.8% ③道路・水路管理
5.1%

④農地管理
17.5%

⑤鳥獣被

害防止対

策…

⑥共同利用機械購入等
9.0%

⑦共同利用施設整備等
2.7%

⑧多面的機能増進活動
8.2%

⑨土地利用調整関係
0.4%

⑩農産物等の販売促進
1.0%

⑪都市住民との交流促進
0.2%

⑫運営費助成
7.5%

⑬その他
9.1%

⑭積立
9.9%

⑮繰越
21.8%

共同取組活動に係る交付金の主な使途
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